
恵那市の維持向上すべき歴史的⾵致恵那市の維持向上すべき歴史的⾵致  
 恵那市には、岩村城下町や中⼭道⼤井宿等において現在も多くの歴史的建造物が 城下町岩村の歴史的⾵致残っており、岩村城下町は重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。各地域
では、こうした歴史的資源とともに地区固有の祭礼や伝統を反映した産業・活動が
⾏われており、それらが⼀体となった良好な市街地の環境が恵那市の歴史的⾵致を
形成している。 
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伝統的建造物群保存地区 によって大切に受 

け継がれている。 

 本通りが重要伝統的建造物群保

存地区に選定されている岩村城下

町 は 現在 も岩村町秋祭行事
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町では、現在でも岩村町秋祭行事

（県重要無形民俗文化財）等の祭礼

が受け継がれている。また現在にお

いても、地域の商店街として賑わい、 
近隣の人々の生活を支えている近隣の人々の生活を支えている。

 市内の農村集落では、太鼓や獅子舞等の様々な奉納

行事や、地歌舞伎といった伝統芸能が受け継がれている。

それは地域の人々の営みを凝縮したものであり、今もそ 
伝統を受け継 暮ら る

 寒天の乗った寒天棚が広がる、まるで雪が降ったような

真っ白な田園風景と遠くの山々、そして漁村にいるかのよ

うな磯の香りが、山岡の冬の風物詩となっている。そして 
伝統 技 よ 山岡 細寒 は受け継がれ る

 製糸業の繁栄により町並みが形成された明知は、現在、

「日本大正村」として多くの歴史的建造物を残している。八

王子神社の例祭等の祭礼は、町の繁栄とともに盛大となり、 
現在ま 受け継がれ る の伝統を受け継いで暮らしている。伝統の技によって山岡の細寒天は受け継がれている。 現在まで受け継がれている。
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明知の町並み ⼋王⼦神社の例祭 作業⾵景(昭和40年代) 



重点区域における施策・事業概要重点区域における施策・事業概要  

岩村藩鉄砲鍛冶加納家

名称：城下町岩村名称：城下町岩村  
⾯積：⾯積：3,436ha3,436ha  

岩村藩鉄砲鍛冶加納家 
取得・修理事業 

 旧武家地内の加納家の取得し、公開に向

けた改修修理を行うことにより、重点区域内 
の回遊性の向上を図るの回遊性の向上を図る。

岩村城⽯垣修理事業
重要伝統的建造物群保存地区 
恵那市岩村町本通り 
伝統的建造物群保存地区

旧本郷村 

岩村城登城道整備事業 岩村城⽯垣修理事業 伝統的建造物群保存地区

武並神社

岩村城跡蘭丸 
管理棟修理事業 

 県史跡である岩村城跡に残る石垣の崩壊

の危険性の高い箇所の修理や支障木の伐

採を行うことにより、地域の歴史を物語る大 
きな拠所である石垣の保存を図る。 

岩村城登城道整備事業

岩村駅前広場整備事業 

案内板設置事業 
祭礼復興事業 
岩村城・岩村城下町・ 
美濃国遠⼭荘総合 査事業

県史跡 
岩村城跡 

⼋幡神社 

武並神社 きな拠所である石垣の保存を図る。

旧岩村町 

電線類の地中化とまちなか道路修景事業 景観形成に関する施策

美濃国遠⼭荘総合調査事業 
岩村城下町まちなみ保存事業 

⽊村邸整備事業 電線類の地中化とまちなか道路修景事業 景観形成に関する施策 

 重要伝統的建造物

群保存地区内の道路

を対象とし、電線類

の地中化と道路美装

【恵那市景観計画（現在、策定中）】 
伝統的建造物群保存地区とその周辺について

景観重点地区と位置付け、その許可基準・修景

基準を踏まえた景観形成基準による景観形成を 

推進していく

⽊村邸整備事業 

 歴史的風致を形成

する重要な資源の一

つとなっている木村

邸を整備していくこと の地中化と道路美装

を行うことにより、景

観面・安全面の向上 

を図る。 

推進していく。

【屋外広告物】 
現在は、県条例に準じた規制を行っている。景

観計画策定後に市条例の制定を視野に入れた 

規制を検討していく。 

邸を整備して く と

により、地域の歴史

的風致の維持向上を 

図る 。 


